
令和６年度　市・県民税申告のご案内
税務課
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◆注意
※午前 12 時から 1時間受付を休止します。再開は午後１時からになりますのでご理解のほどお願いいたします。
※混雑時は長時間お待ちいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
※各会場とも駐車場は大変混雑しますので、来場の際は公共交通機関をご利用ください。
※各地区日程で都合のつかない方は、他の会場へお越しください。
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郵送での提出をされる方について

※確定申告会場の入場には、国税庁
LINE公式アカウントから事前取得
又は当日配付する入場整理券が必
要です。なお、当日分の入場整理券
の配付が終了次第、相談受付は終
了となります。

【受付場所】上尾税務署
確定申告には、ご自宅からスマホ・パソコンでご
利用いただけるe-Tax・スマホ申告が便利です。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コー
ナー」では、申告書を作成してe-Taxで送信また
は印刷して郵送等で税務署に提出できます。
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【相談受付時間】＝８時３０分～１６時
【会場設置期間】＝２月１６日（金）～３月１５日（金）※土・日・祝日は実施しません。
ただし、２月２５日（日）に限り開場します。

　市税の申告と納税につきましては、日頃からご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　今年も申告の時期になりました。市・県民税の申告は、市が令和５年中の所得に対して令和６
年度課税すべき税額を適正に計算するための課税資料として提出していただくものです。次の事
項をお読みになり、指定日での申告をお願いいたします。

同封の返信用封筒に切手を貼付して、申告用紙・添付書類（下記の“申告に必要な書類等”参照）を同封のうえ
返送いただきますようお願いいたします。

詳しくは国税庁ホームページ等をご確認ください。

ください。

①青色申告　②事業所得（営業等・農業）、不動産所得などの申告で収支内訳書の作成がお済みでない方　③土地などの分離・総合譲渡（繰
越損失を含む）に関する申告　④株式及び先物取引などの分離課税（繰越損失を含む）に関する申告　⑤住宅借入金等特別控除 （住宅ロー
ン控除）を初めて受ける方の申告　⑥雑損控除（災害、盗難、横領による損失など）の申告　⑦過年分の申告　⑧亡くなられた方の準確定
申告　⑨更正の請求・修正申告　⑩贈与税・消費税の申告
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確定申告書作成コーナー
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前年収入がなかった方（遺族・障害年金のみの方を含む）
　所得がなかった方は、裏面「17　所得がなかった方の記入欄」及び表面
に住所、氏名等をご記入の上、郵送してください。
※�遺族年金、障害年金、雇用保険の失業等給付などの収入は非課税のた
め、これらの収入のみであった場合は、収入がなかった方�に該当します。

１「１ 収入金額」及び「２ 所得金額」
  （前年１月１日から前年12月31日）

営業等、農業、不動産　①～③
　収入金額を㋐〜㋒の該当する欄に、所得金額を①～③の該当する
欄に記入してください。
※ 　収支内訳書は税務課、吹上支所市民グループ、川里支所地域グ

ループに置いてあります。
※ 　なお市・県民税申告においては、裏面「８　事業所得に関する事

項」「９　不動産所得に関する事項」の記入を以て、収支内訳書の
提出が省略できます。

利子、配当　④、⑤
　利子がある場合は、収入金額を㋓の欄に、所得金額を④の欄に記入
してください。
　配当所得がある場合は、裏面「10　配当所得・雑所得（公的年金等
を除く）に関する事項」及び「14　配当割額・株式等譲渡所得割額の
控除に関する事項」に必要事項を記入の上、配当の収入金額を㋔の欄
に、所得金額を⑤の欄に記入してください。

給与　㋕
　源泉徴収票をお持ちの方は、貼付場所に貼ってください。（写し可）
　源泉徴収票をお持ちでない方は、裏面「７　源泉徴収票のない給与
収入」に必要事項を記入の上、収入金額を㋕の欄に記入してください。
※　所得金額に関しましては記入不要となります。

雑（公的年金等）　㋖
　源泉徴収票をお持ちの方は、貼付場所に貼ってください。（写し可）
　公的年金等の収入金額を㋖の欄に記入してください。
※　所得金額に関しましては記入不要となります。

雑（業務）（その他）　⑦
　公的年金以外に雑所得がある場合には、裏面「10　配当所得 · 雑所
得（公的年金等を除く）に関する事項」に必要事項を記入の上、収入
金額を㋗㋘の欄に、必要経費を差し引いた所得金額を⑦雑（業務）（そ
の他）の欄に記入してください。

２ 「３ 所得から差し引かれる金額に関する事項」
社会保険料控除　⑩
　国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等を支払っ
た場合に記入してください。
※ 　この控除を受ける場合は、控除証明書または領収書が必要になり

ます。

生命保険料控除　⑫
　生命保険料を支払った場合に記入してください。平成24 年以降の
契約の場合は、「新生命保険料控除の計」、「新個人年金保険料の計」、

「介護保険料の計」の各欄に、平成23 年以前の契約の場合は、「旧生
命保険料の計」、「旧個人年金保険料の計」の各欄に、記入してください。
※ 　この控除を受ける場合は、生命保険料控除証明書が必要になります。

地震保険料控除　⑬
　生活用資産に支払った地震保険料がある場合には、「地震保険料の
計」に記入してください。
　平成18 年以前に契約した長期損害保険料を支払った場合には、「旧
長期損害保険料の計」に記入してください。
※　この控除を受ける場合は、地震保険料控除証明書が必要になります。

寡婦控除　⑭
　夫と死別、又は離婚した後再婚していない人で子以外の扶養親族を
有する場合など、一定の要件を満たす場合に控除されます。

ひとり親控除　⑮
　婚姻歴にかかわらず、生計を一にする子（所得が48万円以下）を有
する単身者（合計所得金額500万円以下に限る）について、「ひとり親
控除」が適用されます。
　住民票の続柄に「夫（未届）」、「妻（未届）」と記載がある人は対象
外となります。

障害者控除　⑰
　障がい者に該当する場合は、障害者手帳等の種類・等級を記入して
ください。
　配偶者や扶養親族が障がい者に該当する場合は、「⑱配偶者控除」、

「⑲扶養」の各欄に記人してください。
※　この控除を受ける場合は、障害者手帳等が必要になります。

配偶者控除・配偶者特別控除・同一生計配偶者　⑱
　配偶者を扶養し、配偶者の所得が133万円以下の場合に氏名、生年
月日、個人番号、所得金額を記入してください。
※ 　配偶者の所得が48万円以下で障がいを有するときは、障害者手

帳等の種類・等級を記入してください。
※ 　配偶者の方と同居していない場合は、裏面「15　別居の扶養親族

等に関する事項」に必要事項を記入してください。
※ 　合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除及び配

偶者特別控除の適用を受けることができません。（障害者控除は適
用できます）

扶養　⑲
　配偶者以外に生計を一にする扶養親族がいる場合で、その親族の
所得が48万円以下の場合に氏名、生年月日、個人番号、続柄等を記入
してください。
※  扶養親族の所得が48万円以下で障がいを有するときは、障害者手

帳等の種類・等級を記入してください。
※ 　扶養親族の方と同居していない場合は、裏面「15　別居の扶養親

族等に関する事項」に必要事項を記入してください。

３「６ 寄附金に関する事項」
寄附金税額控除
　都道府県や市区町村に対して、寄附を行った場合は「都道府県・市
区町村分」に記入してください。埼玉県の共同募金会や日本赤十字社
埼玉県支部に寄附を行った場合は「住所地の共同募金会・日赤支部分」
に記入してください。埼玉県が条例で指定する各団体に寄附を行った
場合は、「条例指定分」の「埼玉県」、「鴻巣市」の各欄にそれぞれ記
入してください。
※ 　この控除を受ける場合は受領証明書が必要になります。

医療費控除　㉒
　前年中に一定以上の金額を支払っている方は、明細書を作成のうえ
支払った金額、保険金などで補てんされる額を記入してください。
・計算方法
 （支払った医療費－保険金などで補てんされる金額） －総所得金額等
の５%（10万円が限度）＝医療費控除額

４「16 所得金額調整控除に関する事項」
所得金額調整控除
　給与等の収入金額が850万円を超え、下記の３項目のいずれかに該
当する場合裏面16に記入してください。
・本人が特別障害者に該当する場合
・年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
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